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第２５号議案  

藤枝市駐車場条例の一部を改正する条例 

藤枝市駐車場条例（昭和 53 年藤枝市条例第 18 号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「藤枝市駅前一丁目６６２番」を「藤枝市駅前一丁目８番２５－１

０１号」に改める。 

 第５条ただし書中「収容能力」を「利用状況又は収容能力」に改め、同条第２号

中「定期駐車券」の次に「（藤枝市営藤枝駅前駐車場に限る。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


